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管理栄養士の業務概要について



本日の説明内容について

１ 自己紹介

２ 行政栄養士の業務について

３ 本日参加してくれた皆さまへ

４ 質疑応答（15分程度）



自己紹介

・20０６年3月大学卒業

・卒業後３年間、民間病院に勤務。平成21（２００９）年度入庁（入庁１7年目）

■ 入庁後の勤務課所・担当業務

（１）県立医療大学付属病院 医療技術部栄養科（平成21～２２年度）
入院患者の栄養管理、外来栄養指導、各種委員会業務

（２）県庁保健福祉部 保健予防課（当時）（平成23～２４年度）
食育、給食施設等指導、健康づくり関係用務

（３）竜ケ崎保健所 健康増進課（平成25～令和元年度）
食育、給食施設等指導、健康づくり関係用務、歯科保健、市町村支援

（４）つくば保健所 健康増進課（令和2～４年度）
食育、給食施設等指導、健康づくり関係用務、市町村支援

（５）県庁保健医療部 健康推進課（令和5年度～）
健康いばらき21プランの推進、糖尿病対策、たばこ対策

■ 経歴



県栄養士の配置と役割
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県の行政栄養士の配置状況と業務内容
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■配属先における行政栄養士の主な業務内容



行政栄養士の業務紹介

１ 食育を通じた健康づくりの推進

県民に対し生活習慣病予防などの意識向上のための普及啓発

食育の効果的な推進・充実を図る

２ 食育に関する情報提供

食育月間・循環器疾患予防月間等の

イベントに合わせた展示、県HPへの

食育媒体の掲示 等

３ 関係機関との連携・調整・協力

市町村への技術的支援

食生活改善推進員養成講座への協力

■ 健康づくり・食育



食育月間の
展示の様子

チラシや啓発ポスター
などを作成し
啓発活動

若い世代向け
食育講話の様子



１ 目的

効果的な取組事例や収集した情報等を市町村等へ提供・還元し、保健所管内の

保健業務等の推進を図る

２ 取り組み

管内栄養士会議等を開催し、事例の収集や情報共有・意見交換を実施

３ 共有内容（例）

食育の取組、給食施設における栄養管理状況

災害発生時への備え・体制整備、日頃の業務で情報交換したい内容 など

４ 保健所の役割

市町村や関係機関、多職種との連携推進

管内全体の健康増進、栄養・食環境の向上

行政栄養士の業務紹介

■ 管内市町村の支援・協働



行政栄養士の業務紹介

■ 「いばベジスタイル」の推進
茨城県民は循環器疾患での死亡率が全国と比較して高いことから、その要因の一つである

高血圧を予防するため、体内の塩分排出効果のあるカリウムを豊富に含む野菜を食べて、

高血圧予防を目指す取組

１ 「茨城をたべよう！野菜パワーで未来を変える健康投資」の実施

高血圧の発症予防・重症化予防のため、①１日350gの野菜を食べる②血圧を

測定する習慣をつける③高血圧診断基準を超えた場合は治療を受ける、を実践

してもらうため、プレゼントキャンペーンを実施

２ 「茨城をたべようＷｅｅｋ」を活用した啓発

食品関係企業と連携した普及啓発、県庁食堂で野菜を充分に使ったメニュー

の提供、YouTubeやXなどのSNSを活用たレシピの発信

３ 「いばベジスタイル指定店」の募集・登録及び普及

外食・中食を利用しながら、野菜をたくさん食べられる食環境を整備



行政栄養士の業務紹介

■ 給食施設指導（巡回指導）

１ 方法

給食施設に保健所職員が出向き、帳票類および施設の管理状況を確認。

改善が必要な項目について指導・助言を行う。

２ 確認項目

（１）栄養管理

・対象者の身体状況等に合わせた栄養量の設定・評価

・対象者への適切な情報提供

・適切な帳票管理

・災害時等の備え

（２）食品衛生

・食品衛生管理状況

・マニュアルに基づく衛生管理対応状況



行政栄養士の業務紹介

■ 給食施設指導（集団指導）

１ 方法

給食施設の担当者等を集めた、研修会・情報交換会等の形式で集団での指導。

２ 研修内容例

・栄養管理：食事摂取基準、食物アレルギー対応、施設間連携

・衛生管理：食中毒予防のための管理方法

・災害時対応：平常時の準備、発災時の対応



行政栄養士の業務紹介

■ 国民健康・栄養調査

１ 目 的

・国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の

健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るための国の調査。

・本庁・保健所は、厚生労働大臣が定めた地区について、調査および調査に

関する事務を行う。

２ 調査内容

①栄養摂取状況調査 ②生活習慣調査 ③身体状況調査

３ 実施時期 毎年11月

４ 対 象 層化無作為抽出した世帯(約6,000世帯)及び世帯員

(満1歳以上の者、約18,000人)

日本人の栄養摂取
状況等を把握！

日本人の栄養摂取
状況等を把握！



• 関係業者からの事前相談
• 現行の食品表示への行政指導

適正表示指導による消費者への適切な情報提供

【栄養成分表示根拠等法令等】

・食品表示法

・食品表示基準

・食品表示基準について

(H27.3.30消食表第139号通知、以降改正)

【誇大表示の禁止 根拠法令等】

・健康増進法第65条第１項

・健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止等に関する指針について

加工食品の栄養成分表示

行政栄養士の業務紹介

■ 食品表示に関する食品関係業者への指導



行政栄養士の業務紹介

■ 糖尿病性腎症重症化予防対策

・茨城県糖尿病重症化予防プログラム等に基づく医療連携の推進

・市町村、各保険者、医療機関等関係者の地域連携・取組支援

■ 地域・職域連携推進事業

・地域保健と職域保健の連携により、在住者や在勤者の違いによらず働く世代の

健康増進と生涯を通じた継続的な健康管理支援を行うための体制づくり

■ 地区組織（食生活改善推進員協議会）の育成支援

・地域の健康づくりのために食育活動を行うボランティア団体である

「食生活改善推進員」の育成を支援するため、養成講座等で講師等を務める



本日参加してくれた皆さまへ

■ 茨城県に就職した理由

■ 働くうえで大切にしていること

■ 業務の覚え方、異動について

管理栄養士職は地域の健康増進対策に取り組む保健所、患者さんの

栄養管理を行う県立病院、施策の企画・立案を行う本庁などに配属

され、幅広い分野で地域の健康づくり・栄養業務に携わることがで

きます。健康長寿日本一を目指して一緒に働きませんか。

茨城県職員を目指す皆さまへ


